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① 障害者政策と条例制定の充実について 

 本町においての障害者政策については、「障害者基本法」に基づき「第４次障害者

計画」を策定。「障害者総合支援法」に基づき、「第５期障害者福祉計画」及び「児童

福祉法」並びに「第１期障害児福祉計画」を策定し、支援の提供体制と成果目標など

決め、共生社会の実現のために取り組んでおられます。一方政府では、2015 年に、

「障害者差別解消法」が施行され、更なる合理的配慮の実現や不均等待遇や差別的扱

いの禁止が求められており、自治体への取り組みも開始し住民へ少しずつ周知されつ

つあります。しかし、法令改正や条例が制定しても未だなお、障がい児者を取り巻く

様々なゆゆしき問題が全国で発生しております。その一つである「障害者雇用水増し

問題」は、当該者にとって怒りを禁じえない屈辱的、人権無視の大きな問題でありま

した。そこで本町の障がい児者を取り巻く様々な問題解決や「すべての人が生きやす

いまち・長与町」の今後の対応策をお聞きします。 

（１）１点目に、全国で「手話言語条例」が推進されております。聴覚障害者にとっ

てかかせない「手話」は言語であり、社会と通じる重要な会話の一つの手段とし

て使用されています。「手話言語条例制定」について本町の考えをお伺いします。 

（２）２点目に、法令を遵守し司る中枢の行政初め全国自治体で、「障害者雇用水増

し問題」が発生しました。本町でのこれまでの状況や現況についてお聞きします。 

（３）３点目に、本町での「障害者差別解消法」の周知状況についてお聞きします。 

 

② パートナーシップ制度について 

 長崎市が県内初の「性的少数者（LGBT）のカップルを公的パートナーと認める制

度である「パートナーシップ制度」を来年度までに導入しますが、本町での性的少数

者への制度導入についてお聞きします。 

 

③ 男女混合名簿について 

 小、中学校での「男女混合名簿」について、現在の社会的多様性の状況を鑑みると

早い時期からの、小、中学校の対応が望まれます。導入に向けた考えをお伺いします。 

 


